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令和８年２月
下関市

　下関市立豊田中央病院売店及び自動販売機設置運営事業者選定の公募について、下関市関係法令に定めるもののほか、この実施要領（以下「要領」という。）によるものとする。運営を希望する者は要領に従って提案書類等を作成し、提出すること。

１．趣旨
 　   この要領は、売店及び自動販売機の運営を行う事業者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。

２．事業概要
（１）施設概要
　　ア　所在地　　　下関市豊田町大字矢田３６５番地１
イ　病床数　　　７１床（一般病床６０床、療養病床１１床）
※療養病床１１床は休床中
　　　ウ　参考患者数　令和６年度平均患者数
　　　　　　　　　　　入院患者数　　４０．８人／日
　　　　　　　　　　　外来患者数　１０３．４人／日
　　　エ　職員数　　　約１４０人（令和８年１月１日現在。会計年度任用職員、
委託業者を含む。）
（２）運営内容
別紙１「下関市立豊田中央病院売店及び自動販売機設置運営仕様書」（以
下「仕様書」という。）のとおり。
（３）担 当 課
書類の配布、提出及び質問の受付等は次のとおりとする。
            ・名　称：下関市立豊田中央病院事務局
            ・住　所：〒750-0424
                     山口県下関市豊田町大字矢田３６５番地１
　          ・電　話：０８３－７６６－１０１２
            ・電子メール：ttchuoby@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
　　　　　　・受付等時間：午前９時から午後５時まで
（土、日、祝祭日を除く）
            ・担　当：下関市立豊田中央病院事務局　笠井

３．参加資格要件
（１）本プロポーザルに参加できる者は次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
ア　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定の　　いずれにも該当していないこと。

イ　過去に病院施設等で売店を継続して３年以上運営した実績があること。（３年以上の運営業務契約等を締結済みで、現在履行中である場合を含む。）
ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
エ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされているもの。（民事再生法に基づく更生手続き開始の認可決定を受け、かつ、その取消しの決定を受けていない者を除く。）でないこと。
      　
４．提示書類
      プロポーザルの実施にあたり、以下の書類を提示する。
	№
	提　　示　　書　　類

	１
	　要領(本書)

	２
	　仕様書

	３
	　下関市立豊田中央病院売店及び自動販売機設置運営提案書類等作成要領（別紙２）

	４
	　下関市立豊田中央病院売店及び自動販売機設置運営プロポーザル参加申込書（様式１）

	５
	　会社概要書（様式２）

	６
	　運営実績（様式３）

	７
	　暴力団排除に関する誓約書（様式４）

	８
	　企画提案への応募について（様式５）

	９
	　運営担当予定者の略歴等（様式６）

	１０
	　質問票（様式７）

	１１
	　辞退届（様式９）



５．日程　（※：予定）
　　プロポーザル関連のスケジュールは以下のとおり
	日時
	内容

	令和8年 2月 2日（月）
～ 2月13日（金）午後5時
	プロポーザル実施の公告期間

	令和8年 2月13日（金）午後5時
	参加手続きに係る書類の提出期限

	令和8年 2月13日（金）午後5時
	質問票提出期限

	令和8年 2月19日（木）
	質問票に対する回答期限

	令和8年 2月19日（木）
	参加資格審査結果通知

	令和8年 2月27日（金）午後5時
	企画提案に係る書類の提出期限

	令和8年 3月 4日（水）※
	本審査（プレゼンテーション等の実施）

	[bookmark: _GoBack]令和8年 3月 6日（金）
	審査結果の通知

	令和8年3月中旬から下旬
	協議、準備等

	令和8年 4月 1日（月）から ※
	使用許可、事業開始



６．参加申込手続等
      本プロポーザルに参加する者（以下「参加者」という。）は、参加手続きに係る書類（以下「参加書類」という。）を以下により提出すること。
（１）参加書類
     　   別紙２「下関市立豊田中央病院売店及び自動販売機設置運営提案書類等作成要領」のとおり。
  （２）受付期間
        　令和８年２月２日（月）から
令和８年２月１３日（金）午後５時まで（必着）
　（３）提出部数
       　 各１部
　（４）提出場所
       　 下関市立豊田中央病院事務局
　（５）提出方法
      　  郵便（書留）又は持参により提出するものとする。
　（６）参加資格要件の確認
        　（２）受付期間内に参加書類の提出のあった参加者に対しては、「３．参加資格要件」を全て満たしているか否かを確認した後、参加資格の有無について、令和８年２月１９日（木）までに参加申込書に記載された連絡先メールアドレス宛に電子メールにより確認結果を通知する。
　　　　　参加資格の有無にかかわらず、参加書類は返却しない。

７．質問の受付及び回答
      質問がある場合は、質問票（様式７）により提出すること。
　（１）受付期間　
        　令和８年２月２日（月）から
令和８年２月１３日（金）午後５時まで（必着）
  （２）受付場所
      　  下関市立豊田中央病院事務局
  （３）提出方法
   　     電子メールにより、質問票をＷｏｒｄ形式のファイルで提出すること。
　　　　なお、送信時には必ず到着確認の連絡を行うこと。
  （４）回答について
 　       質問に対する回答は、令和８年２月１９日（木）までに参加資格要件を満たした参加者（以下「企画提案者」という。）全員に対し、参加申込書に記載された連絡先メールアドレス宛に電子メールにより回答する。なお、回答を受信した際は、受信した旨を記し、送信元メールアドレスへ返信すること。

８．企画提案に係る書類の提出
　　　企画提案者は、企画提案に係る書類（以下「提案書」という。）を以下により提出すること。
  （１）提案書
        　別紙２「下関市立豊田中央病院売店及び自動販売機設置運営提案書類等作成要領」のとおり。
　（２）受付期間
        参加資格要件確認結果通知後から
令和８年２月２７日（金）午後５時まで（必着）
　（３）提出部数
      　  正本１部、副本６部
      　  なお、１部毎にA４版２穴サイズのファイルに綴じて提出すること。
　　　　　また、提出書類全てをＰＤＦ方式により記録したＣＤ－Ｒを１部提出すること。
　（４）提出場所
下関市立豊田中央病院事務局
　（５）提出方法
          郵送（書留）又は持参により提出するものとする。
　（６）提案書の取扱い
      ア　提案書は、返却しない。
イ　下関市が認めた場合を除き、受付期間終了後の提案書の提出、再提出及び差替えは認めない。
      ウ　提案書は、選定を行う作業等に必要な範囲において複製する。
　　　エ　提案書は、本運営事業者の選定以外の目的には使用しない。
オ　提案内容に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として企画提案者が負う。

９．候補者の選定方法
      提案書等の内容について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施し、書類全般にわたり審査を行う。
　（１）審査
   　  　 提案書等の審査は、プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）において実施する。
　（２）審査方法
　　　ア　審査委員会が提案内容の審査を行い、別紙３の評価基準に基づき評価を行う。
　　　イ　失格者を除き、各評価項目の評価点の合計（以下「総合点」という。）が最も高い者を候補者とする。
　　　ウ　イにおいて、総合点が同一の企画提案者が複数いた場合には、「業務実績」の項目の評価点が高い者を候補者として選定する。
　（３）本審査実施日（予定）
        　令和８年３月４日（水）
      　  なお、正式な実施日、実施時間及び場所等は、参加申請書に記載された連絡先メールアドレス宛てに電子メールにより通知する。
　（４）本審査実施方法
      ア　１者当たりのプレゼンテーションは１５分以内とする。
（質疑応答時間は１０分程度）
イ　プレゼンテーション及び質疑応答は、提案書が下関市立豊田中央病院事務局に到着した順序で実施する。
      ウ　出席者については、１者当たり５人を限度とする。
エ　説明に使用するプロジェクター及びスクリーンは下関市が準備する。その他機器（パソコン等）が必要な場合は、企画提案者が準備すること。
オ　プレゼンテーションには、様式６に記載された者を出席させること。

１０．選定結果について
選定結果は、候補者の選定後に本審査に参加した全ての企画提案者に選定結果通知書（様式８）により通知する。
　　また、選定結果通知書を発送した日の翌日以降に、次の項目を本市のホームページ（事業者の方へ＞入札・契約・登録＞下関市業務委託等の部屋＞プロポーザル情報）に公表する。
（１）所管課及び件名
（２）企画提案者数
（３）候補者の名称及び総合点

１１．情報公開
　　　　市は、提出された提案書等について、下関市情報公開条例（平成１７年２月１３日条例第１６号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。
　　　　ただし、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合がある。
　　　
１２．その他の留意事項
　（１）参加手続き並びに提案に係る費用は、全て参加者の負担とする。やむを得ない理由により本プロポーザルが中止された場合においても、それまでに要した費用を本市に請求することはできない。
　（２）書類の作成において、下関市から知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。
　　　　また、提案書類の作成以外に使用してはならない。　　　
　      なお、要領による手続きが完了した後も同様とする。
　（３）次の事項のいずれかに該当する企画提案者は失格とする。
      ア　参加資格要件を満たしていない場合又は満たさなくなった場合
　　　イ　提出書類に虚偽の記載があった場合
　　　ウ　要領に示した提出期限、提出先、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
　　　エ　選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
　　　オ　本審査開始時間までに会場に来なかった場合
　（４）参加者又は企画提案者が１者の場合でも、本プロポーザルを実施する。
　（５）参加申込書の提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する時（選定後に辞退する時も含む。）は、辞退届（様式９）を提出することにより、参加を辞退できるものとする。
　（６）企画提案者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、
異議を申し立てることはできないものとする。
　（７）手続きにおいて使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。
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